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4 2019（平成31年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月7日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月7日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 5月7日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月7日

　昨年の民法（相続法）改正で、今年1月13日
から作成する自筆証書遺言の方式が緩和され、
これまで遺言書の全文を本人が自書しなけれ
ばなりませんでしたが、添付する財産目録に
ついては、パソコンでの作成や、通帳のコピー
等が認められ、自書でなくてもよいとされま
した。ただし、各頁に署名押印は必要です。

ワンポイント 自筆証書遺言の方式緩和

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日　30日・国民の休日

日 月 火 水 木 金 土
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今
年
四
月
よ
り
、
働
き
方
改
革
の

一
環
と
し
て
、
労
働
基
準
法
の
年
次

有
給
休
暇
の
付
与
に
関
す
る
改
正
が

行
わ
れ
、
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
の

う
ち
年
五
日
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

が
時
季
を
指
定
し
て
取
得
さ
せ
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

年
次
有
給
休
暇
は
、
心
身
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

労
働
者
が
請
求
す
る
時
季
に
与
え
る

こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
僚
へ
の
気
兼
ね
や

請
求
す
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
等
の

理
由
か
ら
、
取
得
率
が
低
調
な
現
状

に
あ
り
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促

進
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ

れ
を
解
消
す
べ
く
制
度
改
正
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
制
度
の
概
要
と
運
用
時

の
注
意
点
等
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
基
本
的
な
ル
ー
ル

　

ま
ず
は
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
み
て
い
く

こ
と
と
し
ま
す
。

㈠　

付
与
の
要
件

　

雇
入
れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
継
続
勤
務
し
、
全
労
働
日
の
八
割

以
上
出
勤
し
た
労
働
者
（
管
理
監
督

者
や
有
期
雇
用
労
働
者
も
含
み
ま

す
。）
に
は
、
年
十
日
の
有
給
休
暇
が

付
与
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、
一
年
ご
と
に
付
与
日

数
が
増
え
、
継
続
勤
務
年
数
が
雇
入

日
か
ら
六
年
六
か
月
経
っ
た
と
き
に

最
多
と
な
る
年
二
十
日
の
付
与
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
所
定

労
働
日
数
が
少
な
い
労
働
者
（
所
定

労
働
時
間
が
週
三
〇
時
間
未
満
、
か

つ
、
週
四
日
以
下
ま
た
は
年
間
二
百

十
六
日
以
下
）
に
つ
い
て
は
、
所
定

労
働
日
数
に
応
じ
た
日
数
が
付
与（
比

例
付
与
）
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
週

四
日
の
者
は
、
六
か
月
経
過
時
に
七

日
付
与
し
、
六
年
六
か
月
経
過
時
に

十
五
日
を
付
与
し
ま
す
。

㈡　

取
得
時
季

　

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
す
る
日
は
、

労
働
者
が
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

決
ま
り
、
使
用
者
は
指
定
さ
れ
た
日

に
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

一
日
単
位
で
取
得
す
る
こ
と
が
原

則
で
す
が
、
労
働
者
が
半
日
単
位
で

の
取
得
を
希
望
し
、
使
用
者
が
同
意

し
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
半
日
単
位
で

与
え
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
労
働
者
の
指
定
し
た
日
に

年
次
有
給
休
暇
を
与
え
る
と
、
事
業

の
正
常
な
運
営
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合

は
、
使
用
者
に
休
暇
日
を
変
更
す
る

権
利
（
時
季
変
更
権
）
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
同
一
期
間
に

多
数
の
労
働
者
が
休
暇
を
希
望
し
た

た
め
、
そ
の
全
員
に
休
暇
を
付
与
し

難
い
場
合
等
が
該
当
し
ま
す
。

㈢　

計
画
年
休
（
計
画
的
付
与
）

　

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の
う

ち
、
五
日
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て

は
、労
使
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

計
画
的
に
休
暇
取
得
日
を
割
り
振
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

㈣　

時
間
単
位
年
休

　

労
使
協
定
を
締
結
し
、
一
時
間
単

位
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
上

限
は
一
年
で
五
日
分
ま
で
）。
半
日

単
位
は
労
使
協
定
は
不
要
で
す
が
、

時
間
単
位
は
協
定
締
結
が
条
件
と
さ

れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

㈤　

時
効

　

年
次
有
給
休
暇
の
請
求
権
の
時
効

は
二
年
で
す
。
前
年
度
に
取
得
さ
れ

な
か
っ
た
年
次
有
給
休
暇
は
当
年
度

に
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

二
　
改
正
点

㈠　

対
象
者

　

年
次
有
給
休
暇
付
与
日
数
が
十
日

以
上
の
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
前
述
の
比
例
付
与
の

対
象
者
に
つ
い
て
は
雇
い
入
れ
後
の

継
続
勤
務
に
よ
り
付
与
日
数
が
十
日

以
上
と
な
っ
た
と
き
（
例
え
ば
、
週

四
日
勤
務
の
者
は
三
年
六
か
月
経
過
）

か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。
前
年
度
か

ら
繰
り
越
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日

数
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
前
年

か
ら
の
繰
り
越
し
日
数
を
含
ま
ず
に
、

当
年
度
に
付
与
さ
れ
る
法
定
の
年
次

有
給
休
暇
の
日
数
が
十
日
以
上
で
あ

る
労
働
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
改
正
（
労
働
基
準
法
）
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な
お
、
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
今

年
四
月
一
日
以
後
、
最
初
に
十
日
以

上
を
付
与
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
つ

い
て
五
日
を
取
得
さ
せ
る
義
務
が
生

じ
る
も
の
で
あ
り
、
今
年
四
月
よ
り

前
に
付
与
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
つ

い
て
は
十
日
以
上
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
使
用
者
に
時
季
指
定
義
務
が

発
生
し
ま
せ
ん
（
年
五
日
取
得
さ
せ

な
く
と
も
、
法
違
反
と
は
な
り
ま
せ

ん
）。

㈡　

時
季
指
定
義
務

　

年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
た
日（
基

準
日
）
か
ら
一
年
以
内
に
、「
五
日
」

に
つ
い
て
取
得
時
季
を
指
定
し
て
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
四
月
一
日

に
入
社
し
た
者
は
、
六
か
月
経
過
後

の
十
月
一
日
が
基
準
日
と
な
り
、
翌

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
五
日
を

取
得
さ
せ
ま
す
。

　

な
お
、
法
定
の
付
与
日
よ
り
前
倒

し
て
付
与
し
て
い
る
場
合
は
付
与
し

た
日
か
ら
一
年
間
と
さ
れ
、
入
社
と

同
時
に
十
日
を
付
与
し
た
場
合
は
、

入
社
日
か
ら
の
一
年
間
で
五
日
を
取

得
さ
せ
ま
す
。
入
社
時
に
三
日
・
六

か
月
経
過
時
に
七
日
の
よ
う
に
分
割

し
て
付
与
し
て
い
る
場
合
は
、
合
計

日
数
が
十
日
と
な
っ
た
と
き
（
六
か

月
経
過
時
）
が
基
準
日
と
さ
れ
、
そ

の
日
か
ら
一
年
間
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
全
社
で
基
準
日
を
合
わ
せ

る
た
め
、
入
社
二
年
目
以
降
の
付
与

日
を
四
月
一
日
に
す
る
な
ど
、
付
与

す
る
日
の
統
一
を
行
っ
て
い
る
（
例

え
ば
、
入
社
後
六
か
月
経
過
時
に
十

日
、
翌
年
四
月
一
日
の
全
社
一
斉
付

与
日
に
十
一
日
）
な
ど
の
場
合
は
、

重
複
が
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を

通
じ
た
期
間
（
前
の
期
間
の
始
期
か

ら
後
の
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間
）

の
長
さ
に
応
じ
た
日
数
（
比
例
按
分

し
た
日
数
）
を
当
該
期
間
に
取
得
さ

せ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
二
〇
一
九
年
十
月

一
日
が
初
年
度
の
基
準
日
で
、

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
が
二
年
目
の

基
準
日
の
場
合
は
、
二
〇
一
九
年
十

月
一
日
（
一
年
目
の
基
準
日
）
か
ら

二
〇
二
一
年
三
月
三
十
一
日
（
二
年

目
の
基
準
日
か
ら
一
年
後
）
ま
で
の

期
間
（
十
八
か
月
）
に
、
七
・
五
日

（
十
八
÷
十
二
×
五
日
）
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

㈢　

時
季
指
定
の
方
法

　

時
季
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
労
働

者
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
で
き
る
限
り
労
働
者
の
希

望
に
沿
っ
た
取
得
時
季
に
な
る
よ
う
、

聴
取
し
た
意
見
を
尊
重
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

㈣　

時
季
指
定
を
要
し
な
い
場
合

　

既
に
五
日
以
上
の
年
次
有
給
休
暇

を
請
求
・
取
得
し
て
い
る
労
働
者
に

対
し
て
は
、
使
用
者
に
よ
る
時
季
指

定
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、「
使
用
者
に
よ
る
時
季

指
定
」、「
労
働
者
自
ら
の
請
求
・
取

得
」、「
計
画
年
休
」
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
労
働
者
に
合
計
五
日
以
上
の

年
次
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
れ
ば
よ

い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

㈤　

年
次
有
給
休
暇
管
理
簿

　

使
用
者
は
、
労
働
者
ご
と
に
年
次

有
給
休
暇
管
理
簿
を
作
成
し
、
年
次

有
給
休
暇
を
与
え
た
期
間
中
及
び
当

該
期
間
の
満
了
後
三
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

管
理
簿
に
記
載
す
る
主
な
項
目
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

・
時
季
（
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し

た
日
付
）

・
日
数

・
基
準
日

　

年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
は
労
働
者

名
簿
ま
た
は
賃
金
台
帳
と
あ
わ
せ
て

調
製
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

必
要
な
と
き
に
い
つ
で
も
出
力
で
き

る
仕
組
み
と
し
た
上
で
、
シ
ス
テ
ム

上
で
管
理
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
あ

り
ま
せ
ん
。

㈥　

就
業
規
則
へ
の
記
載

　

使
用
者
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
の

時
季
指
定
を
実
施
す
る
場
合
は
、
時

季
指
定
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範

囲
及
び
時
季
指
定
の
方
法
等
に
つ
い

て
、
就
業
規
則
に
記
載
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

㈦　

罰
則

　

違
反
し
た
場
合
に
は
、
次
の
罰
則

が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・　

年
五
日
の
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
…
三
〇
万

円
以
下
の
罰
金

・　

使
用
者
に
よ
る
時
季
指
定
を
行

う
場
合
に
お
い
て
、
就
業
規
則
に

記
載
し
て
い
な
い
場
合
…
三
〇
万

円
以
下
の
罰
金

・　

労
働
者
の
請
求
す
る
時
季
に
所

定
の
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
な
か

っ
た
場
合
…
六
か
月
以
下
の
懲
役

ま
た
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金

　

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

は
運
用
例
等
を
記
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
併

せ
て
ご
活
用
・
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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　労働者を雇い入れたときは、労働条件を
明示することが義務づけられ、そのうち労
働契約期間や就業場所、労働時間や賃金等
の一定事項については「書面の交付」によ
り明示することとされています。
　今年４月１日以降は、明示方法に関する
改正が行われ、ファクシミリや電子メール
等により明示をすることも可能とされまし
たので、主な注意点を掲げます。
⑴　労働者の希望
　　ファクシミリや電子メール等による送
信は、その方法によることを労働者が希
望した場合に認められる明示方法で、希
望がないときは従来どおり書面の交付に
より明示をすることとなります。

⑵　受信者を特定して送信
　　電子メール等による場合は、「受信を
する者を特定して情報を伝達するために

用いられる電気通信の送信の方法」とさ
れ、電子メールのほかＳＮＳのメッセー
ジ機能等を利用した電気通信もこれに該
当します。
　　なお、情報の保存期間が一定期間に限
られるサービスもあることから、労働者
自身で書面として出力し情報を保存する
ように伝えることが望ましいとされてい
ます。
⑶　記録の出力が可能であること
　　電子メール等の本文又は添付されたフ
ァイルを受信者が出力し、書面を作成す
ることができるものに限られます。
⑷　明示の様式
　　明示の様式は自由ですが、紛争の未然
防止の観点から、明示しなければならな
い事項に加え、明示を行った日付や、当
該電子メール等を送信した担当者の個人
名だけでなく労働条件を明示した主体で
ある事業場や法人等の名称、使用者の氏
名等を記入することが望ましいとされて
います。

電子メール等による労働条
件明示（労働基準法の改正）

　平成31年度における協会けんぽの任意継
続被保険者の標準報酬月額の上限額は、30
万円に変更されました（変更前28万円）。
　任意継続被保険者の標準報酬月額は、①
と②のうち少ない額とされています。
①　資格を喪失した時の標準報酬月額
②　前年（１月から３月までの標準報酬月
額については、前々年）の９月30日時
点における全ての被保険者の標準報酬月
額の平均額に基づき算出した額
　平成30年9月30日時点の標準報酬月額
の平均額は291,181円（標準報酬月額の第
22級30万円に該当）となり、上限額が引
き上げられることとなりました。
　例えば、退職時の標準報酬月額が36万円
であった場合、退職後は30万円がその者
の標準報酬月額とされ、その額に保険料率
を乗じて保険料額を算出します。
　健康保険組合の場合は、上限額は各組合
にお問い合わせください。

任意継続被保険者の標準報酬
月額（健康保険）

　

今
年
一
月
、
厚
生
労
働
省
の
毎
月

勤
労
統
計
調
査
で
賃
金
額
が
低
め
に

算
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
過

去
の
給
付
額
に
影
響
が
生
じ
た
こ
と

か
ら
追
加
給
付
等
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。
対
象
の
可
能
性
が
あ
る

方
の
一
例
を
掲
げ
ま
す
。

①　

雇
用
保
険
…
基
本
手
当
、
再
就

職
手
当
、
雇
用
継
続
給
付
な
ど
を

平
成
十
六
年
八
月
以
降
に
受
給

②　

労
災
保
険
…
傷
病
（
補
償
）
年

金
、障
害
（
補
償
）
年
金
、遺
族
（
補

償
）
年
金
、
休
業
（
補
償
）
給
付

な
ど
を
平
成
十
六
年
七
月
以
降
に

受
給

③　

助
成
金
…
雇
用
調
整
助
成
金
の

対
象
と
な
っ
た
休
業
等
期
間
の
初

日
が
平
成
十
六
年
八
月
か
ら
二
十

三
年
七
月
の
間
又
は
、
平
成
二
十

六
年
八
月
以
降
の
事
業
主

　

厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
に
相
談
窓
口

の
案
内
が
あ
り
ま
す
。

労
働
保
険
の
追
加
給
付
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）


